　由布市居宅介護（介護予防）住宅改修費支給実施要綱を次のように定める。

　　令和８年　４月　１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由布市長　相　馬　尊　重

由布市告示第６４号

　　　由布市居宅介護（介護予防）住宅改修費支給実施要綱

　（趣旨）

第１条　この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下｢法｣という。）第４５条第１項に規定する居宅介護住宅改修費の支給及び第５７条第１項に規定する介護予防住宅改修費の支給（以下「居宅介護住宅改修費等の支給」という。）について、必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

（１）被保険者　法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者及び法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

（２）事業者　住宅改修（法第４５条第１項に規定する住宅改修及び第５７条第１項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。）を施工する業者をいう。

（３）償還払い　被保険者が一旦改修費の全額を事業者へ支払い、後日市が自己負担分を除いた額を被保険者へ払い戻す制度をいう。

（４）受領委任払い　住宅改修に要した費用のうち、介護保険住宅改修費として被保険者に対し保険給付される額の限度において、市が事業者に支払う制度をいう。

　（居宅介護住宅改修費等の支給方法）

第３条　居宅介護住宅改修費等の支給方法として、被保険者は、償還払い又は受領委任払いのいずれかを選択できる。ただし、生活保護法の適用を受ける被保険者が支給を受ける場合は、原則として前条に定める受領委任払いを利用するものとする。

　（居宅介護住宅改修費等の受領委任払い）

第４条　居宅介護住宅改修費等受領委任払いを受けようとする支給申請者は、この要綱に基づき市の登録を受けた者（以下「受領委任払取扱登録事業者」という。）によって住宅改修を行った場合において、居宅介護住宅改修費等の受領の権限を当該受領委任払取扱登録事業者へ委任することができる。

２  市長は、支給申請者が、被保険者証に法第６６条第１項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合、法第６７条第１項若しくは法第６８条第１項に規定する保険給付差止の記載又は法第６９条第１項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、居宅介護住宅改修費等受領委任払いを行わないものとする。

　（受領委任払取扱事業者の登録）

第５条　市の受領委任払取扱事業者の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる全ての要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

　（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号、以下「施行令」という。）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

　（２）施行令１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められた者にあっては、その事実があった後、２年を経過した者であること。

　（３）登録を受けようとする年の１月１日において引き続き２年以上、同種の事業を営んでいる者であること。

　（４）法人にあっては、県内に事業所を有する者、個人にあっては、市内に住所を有する者であること。

　（５）市町村民税を完納している者であること。

　（６）当該年度を除く直近３年間において、市における居宅介護住宅改修費等の支給に係る施工実績件数が、５件に達していること。

２  受領委任払取扱事業者の登録を受けようとする者は、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録申請書（様式第１号。以下「住宅改修事業者登録申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

　（１）代表者身元証明書（法人の場合は登記簿謄本又はこれに代わるもの、個人の場合は住民票又はこれに代わるもの）

　（２）印鑑証明書及び使用印鑑届（様式第６号）

　（３）市町村民税完納証明書

　（４）市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表

　（５）その他市長が認める必要な書類

３　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、登録の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録決定（不決定）通知書（様式第２号）により、当該申請した者に通知する。

４　第２項の申請は、住宅改修を行う事業所ごとに行わなければならない。

　（登録事業者の登録有効期間）

第６条　前条第３項の規定による決定通知を受けた者（以下「登録事業者」という。）の有効期間は、前条第３項の登録決定通知書の登録決定日を開始日とし、開始日から２年が経過した日以後の最初の３月３１日を満了日とする。

　（登録事業者の更新）

第７条　登録事業者において登録有効期間の更新を受けようとする者は、第５条第１項の各号に掲げる全ての要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

２　登録事業者において登録有効期間の更新を受けようとする者は、登録有効期間が満了する前月末までに、住宅改修事業者登録申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

　（１）市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表

　（２）その他必要な書類

３　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、更新の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録決定（不決定）通知書（様式第２号）により、当該申請した登録事業者に通知する。

　（受領委任払取扱登録事業者の変更の届出）

第８条　受領委任払取扱登録事業者は、第５条第２項又は前条第２項の規定により提出した介護保険住宅改修事業者登録申請書（様式第１号）の記載内容に変更があったときは、必要な書類を添えて介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録変更届出書（様式第３号）により速やかに市長に届け出なければならない。

２　受領委任払取扱登録事業者は、登録に係る住宅改修事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、介護保険住宅改修受領委任払取扱登録事業者廃止・休止・再開届出書（様式第４号）により速やかに市長に届け出なければならない。

　（受領委任払取扱登録事業者の登録の取消し）

第９条  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受領委任払取扱登録事業者に係る第５条第３項の規定による登録の決定を取り消すことができる。

　（１）居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。

　（２）登録内容に虚偽があったとき。

　（３）本市の改善指導に従わなかったとき。

２　市長は、前項の規定による取消しを行おうとするときは、あらかじめ告知し、及び弁明の機会を付与するものとする。

３　市長は、第１項の規定により登録の決定を取り消すときは、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録取消決定通知書（様式第５号）により、当該受領委任払取扱登録事業者に通知するものとする。

　（居宅介護住宅改修費等の支給申請）

第１０条　居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする被保険者(以下「支給申請者」という。)は、当該申請に係る住宅改修を行う前に、次の第１号から第７号に掲げる書類を提出し、当該申請に係る住宅改修が完了した後に第８号から第１０号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

　（１）介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工承認（変更）申請書（様式第７号。以下「支給兼施工承認申請書」という。）

　（２）住宅改修が必要な理由書（原本）

　（３）介護保険制度における住宅改修の承諾書（住宅の所有者が本人又は配偶者以外の場合）

　（４）工事費見積書（工事費内訳書）。ただし、受領委任払に係る当該費用の支給を受けようとする被保険者は、住宅改修に要する費用（消費税含む）の合計額が５万円以上となった場合は、他の施工事業者が作成した相見積りを必要とする。

　（５）見取図（平面図）

　（６）工事着工前の写真（日付入り）

　（７）断面図（段差解消がある場合）

　（８）介護保険住宅改修完了届（様式第８号）

　（９）工事着工後の写真（日付入り）

　（１０）領収証（原本）

　（（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書の交付）

第１１条　市長は、前条に規定する支給兼施工承認申請書の提出があった場合は、その内容を速やかに審査し、支給の可否を決定するものとする。

２　市長は、前項の規定により支給を決定した場合は、第３条の規定により償還払いを選択した被保険者について、（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書（様式第９号。以下「承認通知書」という。）を被保険者に交付するものとする。

３　市長は、第１項の規定により支給を決定した場合は、第３条の規定により受領委任払いを選択した被保険者について、（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書［受領委任］（様式第１０号。以下「受領委任払承認通知書」という。）を被保険者に交付するものとする。

　（承認通知書の変更）

第１２条　支給申請者は、前条による承認通知書又は受領委任払承認通知書の交付を受けた後に当該承認内容を変更するときは、工事着工前に支給兼施工承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

　（１）変更後の見積書（工事費内訳書）

　（２）変更箇所が確認できる見取図（平面図）

　（３）変更箇所が確認できる施工前写真（日付が写し込まれたもの）

　（４）変更箇所が確認できる断面図（段差解消がある場合）

　（５）変更箇所が確認できる住宅改修が必要な理由書

　（６）上記以外で変更が確認できる書類

２　市長は、前項の規定により支給兼施工承認変更申請書の提出があった場合にその内容を速やかに審査し、変更を承認する場合は、既に交付されている承認通知書又は受領委任払承認通知書と引き換えに、新たに承認通知書又は受領委任払承認通知書を被保険者に交付するものとする。

３　支給兼施工承認変更申請を行わず、第１０条の記載と異なる改修工事を行った場合は、居宅介護住宅改修費等の当該承認内容の全てを支給対象外とする。

　（支給兼施工承認申請の取下げ）

第１３条　被保険者が支給兼施工承認申請書を市長に提出したのち、申請の取下げを行う場合は介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工承認申請の取下げ（様式第１１号）を速やかに市長に提出しなければならない。

　（支給兼施工承認申請の取消し）

第１４条　居宅要介護被保険者等が市長より承認通知書又は受領委任払承認通知書の交付を受けたのち、支給兼施工承認申請の取消しを行う場合は、介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工承認申請の取消し（様式第１２号）に必要な書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。　　

　（居宅介護住宅改修費等の支払い）

第１５条　第１０条に規定する申請を行う際に居宅介護住宅改修費等の支給方法として償還払いの方法を選択した支給申請者(第１２条第１項に規定する申請を行う際にその支給方法を償還払いに変更した支給申請者を含む。)は、住宅改修を施工した事業者に当該住宅改修に係る金額を支払うものとする。

２　第１０条に規定する申請を行う際に居宅介護住宅改修費等の支給方法として受領委任払いの方法を選択した支給申請者(第１２条第１項に規定する申請を行う際にその支給方法を受領委任払いに変更した支給申請者を含む。)は、受領委任払取扱事業者に受領委任払承認通知書を提示し、当該住宅改修に要した金額から居宅介護住宅改修費等の保険給付の対象となる金額を控除した額を支払うものとする。

３　事業者は、市から居宅介護住宅改修費等の支払いを受ける際、当該支払いをした支給申請者に対し、領収証を交付しなければならない。

　（居宅介護住宅改修費等の支給）

第１６条　市長は、第１０条の当該申請に係る住宅改修が完了した後に第８号から第１０号に掲げる書類の提出があった場合、その内容を審査し、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、当該申請に係る居宅介護住宅改修費等を支給するものとする。

２　市長は、前項の規定により被保険者へ住宅改修費を支給するときは、被保険者に対し介護保険償還払支給（不支給）決定通知書（様式第１３号）にてその旨を通知する。

３　市長は、第１項の規定により被保険者に代わり登録事業者に住宅改修費を支給するときは、介護保険受領委任払支給（不支給）決定通知書（様式第１４号）により当該登録事業者に通知し、被保険者等に対しては、介護保険償還払い支給（不支給）のお知らせ［受領委任］（様式第１５号）により当該被保険者に通知する。

　（その他）

第１７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

